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◆保育所（園）とは 
保育所（園）は、日々保護者にかわって児童を保育する児童福祉施設で、ご家庭で保育す

ることが困難と認められる場合に入所することができます。 

 

◆認定こども園とは 
幼稚園と保育所（園）の機能と特長をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行うとともに、

地域の子育て支援も行う施設です。 

 

◆保育の必要性の認定について 
保育所（園）、認定こども園を利用する場合、必要に応じた教育・保育を提供するため保

育の必要性や必要量を判定するため認定手続きが必要です。 

３歳以上で教育を希望する場合 ・・・１号認定（教育標準時間認定） 

３歳以上で保育を必要とする場合・・・２号認定（保育認定） 

３歳未満で保育を必要とする場合・・・３号認定（保育認定） 

 

◎保育認定は、＜保育を必要とする事由＞及び＜保育の必要量＞により認定します。 

７０歳以下の同居の家族（大人）全員が保育を必要とする事由のいずれかに該当すること

が必要です。 

また、保育の必要量は「保育標準時間」と「保育短時間」に区分します。 
   

保育を必要とする
事由 

事由の基準 

保育の必要量 

保育標準時間 
（最大 11時間） 
（各施設の開所時間を限度） 

保育短時間 
（最大８時間） 
（基本 8：00～16：00） 

就労 
月４８時間以上、日常の家事以外で労働すること
を常態としていること 

○ ○ 

妊娠・出産 妊娠中または、産後８週間までであること ○ △ 

育児休業 
育児休業中の兄姉の継続利用が必要である場
合（育児休業開始日から 1年を限度） 

○ ○ 

疾病・負傷・心身障害等 
疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしく
は身体に障害を有していること 

○ ○ 

病人介護・看護 
同居または長期入院している親族を常時介護ま
たは看護していること 

○ ○ 

災害復旧 自宅及びその地域の災害の復旧にあたっていること ○ △ 

求職活動・起業準備 
就労のための継続的な活動や起業のための 
準備を行っていること（期間は３ヵ月、継続可） 

○ ○ 

就学 
就学していること 
（職業訓練校等における職業訓練を含む） 

○ ○ 

虐待・ＤＶのおそれ 
保護者からの相談により教育委員会が協議の上
認めた場合 

○ △ 

その他 教育委員会が認めた場合（高齢など） ○ ○ 

 ※父母で保育の必要量が「保育標準時間」と「保育短時間」とで異なる場合は、「保育短時間」の 

認定となります。 

※△印・・・保護者が保育短時間認定を希望するときは、保育短時間認定とすることができます。 

 

令和８年度 

保育所（園）・認定こども園入所申込の手引き 
香美町教育委員会こども教育課 
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◆町内の保育所・認定こども園 

 
※入園対象年齢は次の期間に生まれた子どもを指します。 

０歳児のお子さんの入園の可否については事前に各施設

にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施設概要＞ 

名  称 ① 柴山保育所 設置者 香美町 

住  所 〒669-6432 香美町香住区上計２－４ 

電  話 ０７９６－３７－０３５２ 

定  員 ４５人 入所年齢 生後 12か月～４歳児 

保育時間 

（月～土曜日） 

２号認定 

３号認定 

保育標準時間 ７：００～１９：００（時間外保育時間を含む） 

保育短時間 ８：００～１６：００ 

保育の基本方針 

           〈心豊かに元気よく育つ子どもをめざして〉 
（１）異年齢保育の特色を生かし、一人ひとりの発達段階に寄り添い、温かいふれあいを

大切にし、情緒の安定を図る。 

（２）「あいさつ・体力づくり・読み聞かせ」に重点的に取り組み、基本的生活習慣を身に

つけさせ、 自立心や協調性を養う。 

（３）いろいろな遊びや自然との直接体験、他園との交流を通し、たくましく生きる心豊か

な感性を育む。茶道を保育に生かし、３，４歳児は通年、お茶会を体験する。 

（４）保護者との連携を密にし、理解と協力を深めながらぬくもりと信頼に満ちた保育を進

める。 

一日の過ごし方 
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公私 施設名 定員 住所 
連絡先

(0796) 
入園対象年齢※ 

公 ①柴山保育所 ４５ 香住区上計 2-4 37-0352 生後 12か月～４歳児 

私 ②みなと保育園 ８０ 香住区一日市 156-1 36-1053 生後 ４か月～４歳児 

私 ③青葉保育園 ８０ 香住区下浜 595 36-3135 生後 ６か月～４歳児 

私 ④宝樹保育園 ５０ 村岡区村岡 3030-1 80-9013 生後 ８か月～４歳児 

公 ⑤小代認定こども園 ５０ 小代区実山 68 97-2039    １歳～５歳児 

５歳児 令和２年４月２日～令和３年４月１日 

４歳児 令和３年４月２日～令和４年４月１日 

３歳児 令和４年４月２日～令和５年４月１日 

２歳児 令和５年４月２日～令和６年４月１日 

１歳児 令和６年４月２日～令和７年４月１日 

０歳児 令和７年４月２日～ 



名  称 ② みなと保育園 設置者 社会福祉法人 光明福祉会 

住  所 〒669-6542 香美町香住区一日市１５６－１ 

電  話 ０７９６－３６－１０５３  ＦＡＸ ０７９６－３６－１３４４ 

定  員 ８０人 入所年齢 生後４か月～４歳児 

保育時間 

（月～土曜日） 

２号認定 

３号認定 

保育標準時間 ７：００～１９：００（時間外保育時間を含む） 

保育短時間 ８：００～１６：００ 

保育の基本方針 

◎『生まれてきてよかった・自分のいのち・存在は価値のあるもの』という、自分に信頼できる自己肯定
感を育てることが『よりよく生きる力を育てる』という理念のもと、スタッフ一同あらゆる点を共有して保育
を行います。 

◎楽しい経験（より多く、より多面的に）⇒夢中になる⇒学び⇒よりよい成長・発達 

上記を達成するために、適切な環境構成をし、年齢に合った適切なおもちゃ選び、無理のない自立
的な基本的生活習慣の確立。当園独自の伝統的な保育行事とも整合性をつけた年間行事計画。 

◎０・１歳児に対して、専門的で適切な離乳食による食への意欲を育てる。歩行・トイレトレーニングに
よる無理のない自立の芽生えを育む適切な介助を行います。 

◎幾重にもチェック体制を構築して、個別対応された安全なアレルギー対応食の提供。 

◎以上を最大限実現するために、園スタッフと保護者の協力により、子どもの育ちをサポートします。 

保 育 目 標 
・私たちは、こんな子どもたちを育てることを大切にします。 

①素直な子 ②感謝できる子 ③人や社会に奉仕できる子 ④問題解決できる子  

一日の過ごし方 
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名  称 ③ 青葉保育園 設置者 社会福祉法人青葉福祉会 

住  所 〒669-6564 香美町香住区下浜５９５ 

電  話 ０７９６－３６－３１３５  ＦＡＸ ０７９６－３６－４７３３ 

定  員 ８０人 入所年齢 生後６か月～４歳児 

保育時間 

（月～土曜日） 

２号認定 

３号認定 

保育標準時間 ７：００～１９：００（時間外保育時間を含む） 

保育短時間 ８：００～１６：００ 

保育の基本方針 

保育の方針「生かせ命の保育」 
◎身近な自然や生き物に触れながら、のびのびとあそぶ。 

◎温かい人間関係のつながりの中で、進んで物事に取り組める子どもを育てる。 

◎友達と仲良くし、豊かな心を持った優しい子、たくましい子を育てる。 

◎行事を通しながら、みんなで協力したり、気持ちを一つにして頑張ることの大切さや、やりとげた達

成感や満足感など、豊かな感性を育てていく。 

◎日々の子ども達の様子を伝え合いながら、保護者の方と共に子ども達の成長を見守っていきます。 

一日の過ごし方 
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名  称 ④ 宝樹保育園 設置者 社会福祉法人宝樹福祉会 

住  所 〒667-1311 香美町村岡区村岡３０３０－１ 

電  話 ０７９６－８０－９０１３ 

定  員 50人 入所年齢 生後８か月～４歳児 

保育時間 

（月～土曜日） 

２号認定 

３号認定 

保育標準時間 ７：００～１９：００（時間外保育時間を含む） 

保育短時間 ８：００～１６：００ 

保育理念 
 

＜基本的生活習慣の育成＞ 
子どもの願いや欲求を適切に満たしながら、基本的な 

生活習慣を育てる。 
＜感性、自立、協調の育成＞ 

様々な体験の場を提供し、豊かな感性と自立・協調の 
態度を培う。 

＜豊かな心情と思考力の育成＞ 
身近にある自然に親しみ触れ合いながら、豊かな心情と 

思考力を培う。 
＜愛される保育園＞ 

保護者、地域社会の要望に応えられる保育を実現する。 
＜食を営む力の育成＞ 

食と健康・食と人間関係・食と文化・いのちの育ちと食・料理と食など食を営む力の充
実を図る。 

保育目標 ◎元気で明るい子ども   ◎よく見、よく考え、心も育つ子ども 

一日の過ごし方 
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名  称 ⑤ 小代認定こども園 設置者 香美町 

住  所 〒667-1522 香美町小代区実山６８ 

電  話 ０７９６－９７－２０３９ 

定  員 ５０人 入所年齢 １歳児～５歳児 

教育時間 

（月～金曜日） 

１号認定 

(３～５歳児) 
教育標準時間 ８：００～１４：００ 

保育時間 

（月～土曜日） 

２号認定 

３号認定 

保育標準時間 ７：３０～１８：００ 

保育短時間 ８：００～１６：００ 

保育の基本方針 

★教育・保育方針 

○心身ともに健全で、心豊かに生きる力を育てる。 

○子ども・職員・保護者が、ともに育ち合う。 

○小代の地域や、友だちとの遊びを通して様々な体験をする。 

★教育・保育目標 

『 こころも からだも すこやかに たくましく 』 

友だち大好き! 遊び大好き! 小代大好き! 

一日の過ごし方 
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幼児教育における 

遊びの５領域 

 安全・安心な保育をする

と共に５つの領域を常に念

頭におき保育を実施してい

きます。 

健康 人間関係 

環境 言葉 表現 
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◆入所（園）の申し込みについて 
 

 入所（園）申込期間 令和７年１１月１７日（月）～１２月５日（金）           

※入所（園）の申し込みは、先着順ではありませんので、期間内に申し込みをしてください。 
 
※年度途中から入所を希望される場合は、入所を希望する月の前月１０日までに申し込みして

ください。 

例：令和８年６月から入所を希望する場合⇒令和８年５月１日から１０日までに申し込み 
 

※町外の幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業の利用を希望される場合は、上記

の期限に関わらず早めに町教育委員会こども教育課へお問い合わせください。 
 

※就労先の都合により、提出期間内に証明書が間に合わない場合は、町教育委員会こども教

育課にご相談ください。 

              （電話０７９６-９４-０１０１） 

＜提出書類＞ 
① 教育・保育給付認定申請書兼利用申請書 

マイナンバー制度により、申請書に家族全員のマイナンバー（個人番号）を必ず記入し

てください。 
 ② 保育を必要とする旨の証明書（２号認定、３号認定の保育認定申請をする場合のみ） 

【留意事項】 

※証明書類は、児童の父・母および７０歳以下の同居の家族（大人）全員について提出し

てください。全員の証明書類が揃わない場合は、保育所等へ入所できない、または、希

望する保育所等へ入所できない可能性があります。 

※兄弟姉妹で同時に入所を希望される場合は、証明書等は１部のみ提出してください。 

 

保育を必要とする 

事由 
事由の基準 必要な証明書等 

就労 
月４８時間以上、日常の家事以外で労働すること

を常態としていること 
就労（等）証明書 

妊娠・出産 妊娠中または、産後８週間までであること 
母子手帳の写し 

（氏名、分娩予定日のわかるもの） 

育児休業 
育児休業中の兄姉の継続利用が必要である場

合（育児休業開始日から１年を限度） 
就労証明書 

疾病・負傷・心身障

害等 

疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしく

は身体に障害を有していること 
就労等証明書(民生委員の証明) 

医師の診断書 

障害者手帳の写し 

介護関係書類 等  いずれか 1つ 病人介護・看護 
同居または長期入院している親族を常時介護ま

たは看護していること 

災害復旧 
自宅及びその地域の災害の復旧にあたっている

こと 
就労等証明書(民生委員の証明) 

求職活動・起業準備 
就労のための継続的な活動や起業のための準

備を行っていること（期間は３ヵ月、継続可） 
申立書（求職活動・起業準備） 

就学 
就学していること 

（職業訓練校等における職業訓練を含む） 

合格通知書の写し 

学生証の写し       等 

虐待・ＤＶのおそれ 
保護者からの相談により教育委員会が協議の上

認めた場合 
別途ご相談ください 

その他 教育委員会が認めた場合 
就労等証明書    

申立書等  いずれか 1つ 
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※自営業、農業をされている方の就労等証明書について、民生委員の証明に代えて、次の書

類を添付することも可能です。 

なお、家族が自営業主でその自営の手伝いをされている場合（給与等の支払いを伴わな 

  い場合）には、民生委員の証明が必要です。 

 

・自営業の場合・・・・・開業届出書(控)、営業許可証(写)、確定申告書(控)等、 

事業を行っていることが分かる書類 

・自営専従者の場合・・・青色事業専従者給与に関する届出書、確定申告書(控)等 

・農業の場合・・・・・・確定申告書（控）、収支内訳書(控)等、農業を行っている 

ことが分かる書類 

 

※求職活動・起業準備の場合、認定期間及び入所決定期間は３ヵ月間です。この間に就労も

しくは起業に至らなかったときは、求職活動・起業準備を継続することも可能ですが、再

度申し立てを行っていただき、あわせて「求職活動・起業準備状況報告書」の提出を求め

ます。 

なお、求職活動の内容を確認するため、ハローワーク（公共職業安定所）へ通っている 

方は、「雇用保険受給資格者証（写）」または「ハローワークカード（写）」、受付票な 

ど報告書に添付してください。また、紹介状や採用面接を受けたこと、または受ける予定 

が分かるものがあればあわせて添付してください。 

ハローワーク以外の就職あっせん機関や求人情報誌等で仕事を探されている場合は、求 

職活動の詳細について報告書に記載を求めます。 

 

※勤務等の内容や保育を必要とする事由に変更があったときは、速やかに変更後の就労等

証明書を提出してください。勤務実態など証明内容に事実と相違があった場合、また、

虚偽があった場合は、支給認定及び保育所等への入所が取り消されることがあります。 

 

③ 児童の状況票（令和７年度に入所している児童は不要です。） 

記入していただいた内容により、入所を希望される園に情報を提供する場合があります

ので、予めご了承ください。 

 

※上記①から③の提出書類のほか、追加で書類の提出等を求める場合があります。 

 

＜申請書類提出先＞ 
◎現在入所中の場合 

令和７年度現在、保育所（園）、小代認定こども園に入所している児童は、「現況届」を

在籍している園、または、町教育委員会こども教育課、役場本庁福祉課、小代地域局へ提出

してください。（現在入所中であっても、令和８年３月３１日までの間で入所決定を受けて

いる児童は新規入所扱いになります。） 
 

◎新規入所または、町外施設を希望される場合 

町教育委員会こども教育課、役場本庁福祉課、または小代地域局へ提出してください。 

なお、申請書を提出されるにあたり、「本人確認」のため、申請者（保護者）の方のマイ

ナンバーと本人確認を行います。 
 
（ア）申請者が提出する場合（保護者氏名欄に父の名前を記載し父が提出する場合。また

は、保護者氏名欄に母の名前を記載し母が提出する場合） 

 

「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類※」をご持参ください。 
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（イ）同居の親族あるいは同居の親族以外の者が、代理人として提出する場合（保護者氏名

欄に父の名前を記載し母（または祖父母）が提出する場合など。） 

 

次の（ⅰ）～（ⅲ）をご持参ください。 

（ⅰ）申請者の「マイナンバーカード」または「通知カード」（写しでも可） 

（ⅱ）委任状（法定代理人の場合は戸籍謄本など）…申請書の裏面に記入 

（ⅲ）提出に来られた方の本人確認書類※   
 
（ウ）郵送で提出する場合 

 

申請者の「マイナンバーカード（写し）」または「通知カードと本人確認書類※（い 

ずれも写し）」を同封し、町教育委員会こども教育課あてに提出してください。 
   

※本人確認書類 

   ○１つの書類で確認するもの（顔写真付き）  

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、精神障害者保

健 福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書、等  

○２つの書類で確認するもの（顔写真なし） 

公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、等 

 

◆入所（園）の決定について 
保育の必要性を審査し、施設の定員数に対する申込者数で判断し、保育所（園）、認定こ

ども園への入所を決定します。なお、電話等により状況確認の調査を行う場合があります。 

 入所決定の時期は、令和８年１月下旬から２月上旬の予定ですが、新年度に向けた認定事

務が集中するため、審査に時間を要することから通知が遅れる場合があります。 

 

◆障害児保育について 
歩行や言語などの発達の遅れ、心身の障害、疾病等がある児童に様々な保育上の配慮をし

ながら保育を実施します。 

入所の申込にあたって、お子さんの成長について心配なこと、気になることがある場合は、 

「児童の状況票」に記入していただくなど、申込時にお申し出ください。診断書、障害者手

帳の写し、医師の意見書などお子さんの状況がわかるものがございましたらご提出くださ

い。 

なお、入所を希望される保育所（園）、認定こども園と面接を行うなどして、その児童に 

対する職員の増員や施設の整備などが必要であると判断された場合、ご希望の保育所（園）、

認定こども園への入所の決定が遅れることや入所できないことがあります。 

 

◆保育料及び給食費について 
幼児教育・保育の無償化により、幼稚園、保育所、認定こども園を利用する場合、３～５

歳児クラスの児童全員と０～２歳児クラスの市町村民税非課税世帯は保育料が無償になりま

す。 

また、３～５歳児クラスの児童の給食費については保護者負担となりますが、保育所・認

定こども園の給食費のうち副食費は、令和５年４月から町独自施策により無償化しており、

主食費のみ保護者負担となります。（施設により主食費は白飯持参の場合があります。） 

主食費は施設が指定する方法により、施設に納付等してください。 

０～２歳児クラスの児童にかかる保育料は、国が定める上限額の範囲内において４月に決

定します。令和８年度４～８月分は、令和７年度の市町村民税額をもとに決定し、９月分以

降は、令和８年度の市町村民税額をもとに決定します。【Ｐ９参考】 
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◆保育料の納付について 
 保育料は、原則口座振替により納付していただきます。 

 

◎口座振替による納付の場合 

「香美町預金口座振替依頼書」を提出してください。ゆうちょ銀行は、郵便局に備え付け 

の専用用紙にてお手続きください。 

口座振替をご利用いただける金融機関 

▶但馬銀行 ▶但馬信用金庫 ▶たじま農業協同組合 ▶みなと銀行 ▶三井住友銀行 

▶なぎさ信用漁業協同組合連合会 ▶ゆうちょ銀行（近畿２府４県にあるゆうちょ銀行） 
 

◎納入通知書による納付の場合 

   各月の中旬に納入通知書をお送りしますので、期限（月末）までにお支払いください。 

納付場所  

▶香美町役場 ▶香美町村岡地域局 ▶香美町小代地域局 

▶但馬銀行 ▶但馬信用金庫 ▶たじま農業協同組合 ▶みなと銀行 ▶三井住友銀行 

▶なぎさ信用漁業協同組合連合会 ▶ゆうちょ銀行（近畿２府４県にあるゆうちょ銀行） 
 

＜お支払い期限（口座振替日）＞ 

毎月月末（口座振替日が土日・祝祭日の場合は、翌営業日） 

 

 
 
保護者の方へのお願い 

 
 
★認定期間が終了した場合、また「保育を必要とする事由」がなくなった場合は、退所・退園
の対象となります。 
 
★保育利用時間の変更は月単位（申請の翌月１日から）となります。認定要件が変更となるこ

とを証明する書類を添付の上、変更したい月の前月の２０日までに変更申請してください。 
 
★保育施設等を利用できる時間は、認定された保育時間の範囲内で、就労や通勤等でこどもを
保育できない時間に限られます。 
認定を受けた保育時間内であっても、仕事が早く終わった日などは早めのお迎えをお願いしま
す。 
 
★保育施設等の運営、保育サービスの維持・充実を図るためにも、保育料は必ず納期限内に納
付してください。保育料等が未納の世帯には電話催告、訪問徴収、児童手当からの特別徴収
（天引き）を行う場合があります。 

 

◆問い合わせ先 

〒667-1392  

香美町村岡区村岡３９０番地の１ 

香美町教育委員会 こども教育課 

電話０７９６－９４－０１０１（教育委員会直通） 

 

 

 

〔令和８年度園児一斉募集〕〔保育料の無償化について〕〔給食費の無償化について〕 
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【参考】令和７年度 香美町保育料 

保育所・認定こども園〔保育〕３歳未満児 （３号認定） 

 

保育料階層区分表                         （月額） 

※多子世帯の軽減 

第３階層から第７階層に該当する世帯で、園児に「きょうだい」がいる場合、保育料が減

額になる場合があります。ただし、市町村民税所得割課税額により「きょうだい」のカウン

トの仕方が異なります。 

◎市町村民税所得割課税額 57,700 円未満（第３階層、第４階層の一部）に該当する世帯 

  保育料を支払う保護者と生計を一にする園児の「きょうだい」がいる場合、最年長の子

どもから順に２人目は半額、３人目以降については０円になります。高校生や大学生など

別居していても、生計が同じであれば、園児の「きょうだい」とみなします。町外に転出

された「きょうだい」がいる場合は、別途申出書を提出してください。 

◎ひとり親、障害児（者）のいる世帯等で市町村民税所得割課税額 77,101 円未満（第３階

層、第４階層の一部）に該当する世帯 

保育料を支払う保護者と生計を一にする園児の「きょうだい」がいる場合、最年長の子ど

もから順に２人目以降は０円になります。高校生や大学生など別居していても、生計が同じ

であれば、園児の「きょうだい」とみなします。町外に転出された「きょうだい」がいる場

合は、別途申出書を提出してください。 

◎市町村民税所得割課税額 57,700 円以上（第４階層の一部、第５階層～第７階層）に該当

する世帯 

保育所（園）、認定こども園、幼稚園等を同時に利用している園児の「きょうだい」がい

る場合、小学校就学前の範囲において最年長の子どもから順に２人目は半額、３人目以降に

ついては０円になります。 

 
 

 

 

階層
区分 

算定基準 保育標準時間 保育短時間 

１ 
生活保護法による被保護世帯 
（単給世帯を含む） 

０円 ０円 

２ 
市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

 ひとり親、障害児(者)のいる世帯等 ０円 ０円 

３ 

市町村民税所得割課税額 
４８，６００円未満 

９，７００円 ９，６００円 

 ひとり親、障害児(者)のいる世帯等 ４，５００円 ４，５００円 

４ 

 
市町村民税所得割課税額７７，１０１
円未満で、ひとり親、障害児(者)のいる
世帯等 

４，５００円 ４，５００円 

市町村民税所得割課税額 
９７，０００円未満 

１５，０００円 １４，８００円 

５ 
市町村民税所得割課税額 
１６９，０００円未満 

２２，２００円 ２１，９００円 

６ 
市町村民税所得割課税額 
３０１，０００円未満 

３０，５００円 ３０，０００円 

７ 
市町村民税所得割課税額 
３０１，０００円以上 

３６，０００円 ３５，５００円 


